
【様式9号】質問書

質問書に対する回答
令和7年（2025年）5月7日

項番 質問内容 該当箇所 回答内容

1 業務委託料は年払いとし・・・とありますが、月
次払い若しくは四半期払いにてお願いしたいので
すが、受託後協議する上で、上記の支払い期間
は、現段階でご承認頂けるかどうかご教示下さ
い。

募集要項、
1業務概要、
(6)支払い条件、P3

現段階で承認させていただくことはでき
ません。募集要項に記載のとおり契約締
結の際に本市と受託者とで協議の上決定
することとなります。

2 什器等は受注者で用意すること、とありますが、
現在貴市執務内で使用されている事務机や椅子な
どはそのまま貸与使用が可能で、受注者が別途責
任者用等、自社分として設置するものを準備する
という認識で良いかご教示下さい。

仕様書、
11機器・什器等、
(1)、P22

委託事業者が使用する什器につきまして
は、「仕様書別紙４_執務スペース概
要」の固定物を除き、委託事業者で手配
いただくこととなります。当市で廃棄予
定の什器の貸与につきましては、協議の
上決定します。

3 各審査項目の配点をご教示ください。 審査評価項目・配点基準表、
吹田市市民課業務一部委託業
務募集要項

各審査項目の配点につきましては非公開
となります。

4 見積価格における配点の計算式をご教示くださ
い。

「参考見積価格」に関する項
目、吹田市市民課業務一部委
託業務募集要項、審査評価項
目・配点基準表

見積価格における配点の計算式について
は非公開となります。

5 現在業務を行っている執務室のレイアウトについ
て、業務毎の什器機器の配置が分かる内容が記載
のレイアウト図をお示しください。

「レイアウト」、6_仕様書別
紙4_執務スペース概要、P1

添付ファイル「市民課座席表」を参照く
ださい。

6 土曜開庁日の来庁者実績についてご教示くださ
い。また、開庁日時のご変更を検討される理由、
並びにご想定されている変更内容につきまして、
可能な範囲でご教示ください。

「4 業務日時」、2_吹田市市
民課業務一部委託仕様書、P3

住民異動届、マイナンバーカード関連の
来庁者数については別紙「令和６年度土
曜コーナー来庁者数（住民異動、マイナ
ンバー関連）」を参照ください。
証明発行件数については仕様書別紙３_
令和５年度吹田市市民課事務件数、Ｐ１
０～Ｐ１５「３証明（１）証明書交付件
数及び手数料推移表」記載の【土曜コー
ナー】の件数を参照ください。
土曜日開庁日時の変更については、市民
サービス向上のため行いたいと考えてい
ます。業務詳細は、「仕様書別紙１_市
民課委託業務一覧」の「土曜開庁日対応
業務」を確認してください。

7 「戸籍システムについては令和８年１月に標準シ
ステムへの移行を予定している。」とあります
が、業務工数の増減についてご教示ください。

「標準システム」2_吹田市市
民課業務一部委託仕様書、P3

現在構築中のため、明確な回答はできま
せんが、工数の増減は少ないと予想され
ます。

　吹田市市民課業務一部委託業務の提案募集に関する以下の事項の質問について回答します。
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項番 質問内容 該当箇所 回答内容

8 「全ての来庁者対応が終わるまでは、従事者を配
置すること。」とありますが、前年度の業務終了
時間の実績をご教示ください。

「閉庁時間」2_吹田市市民課
業務一部委託仕様書、P3

各担当の業務終了時間は次のとおりで
す。
①住民異動届・戸籍届の受付
３月以外の月平均：１７時３５～４５分
３月の月平均：１８時４４分
最繁忙期（３月２１～３１日）の平均：
１９時５５分
②証明発行
３月以外の月平均：１８時
３月の月平均：１９時１５分
最繁忙期（３月２１～３１日）の平均：
２０時１５分
③レジ業務
３月以外の月平均：１８時３０分
３月の月平均：１９時４５分
最繁忙期（３月２１～３１日）の平均：
２０時４５分

9 「委託業務範囲において、法令の改正等により業
務量に変動があった場合にも受注者側の責任によ
り柔軟に対応すること。」とありますが、「業務
量の変動」とはどの程度の工数を想定すればよろ
しいでしょうか。

「イ　「業務一覧」に対する
提案」、2_吹田市市民課業務
一部委託仕様書、P5

事務処理における作業内容（業務フロー
の一部）が追加・削減される場合や、法
令等の改正により新たな制度の開始又は
既存制度の廃止が行われ、それに伴う事
務処理業務の追加・削減が生じる場合な
どを想定しています。

10 「受注者には、提案時において実現可能な最大限
の委託範囲の提案を期待するが、準備期間におい
て、本市との協議の結果、提案の委託範囲が狭
まった場合は、契約金額の減額変更を行うものと
する。」とありますが、土曜開庁の日程変更等、
委託範囲や業務量が増加する場合は、増額変更を
ご検討頂けるとの認識でよろしいでしょうか。

「イ　「業務一覧」に対する
提案」、2_吹田市市民課業務
一部委託仕様書、P６

委託範囲や業務量が変更となった場合
は、双方協議により運用等を変更するこ
ととなりますが、その結果、増加に係る
経費が必要となり、現行の契約では業務
の履行が困難と認められる相応の理由と
内容がある場合は、増額変更も検討いた
します。
変更後の土曜開庁日時・業務内容につき
ましては、「仕様書別紙１_市民課委託
業務一覧」にお示しのとおりですので、
見積書に含んだ額を提示してください。

11 マニュアル作成の参照となる吹田市様ご整備のマ
ニュアルは、委託対象業務全ての内容が揃ってい
るとの認識でよろしいでしょうか。また、現在整
備済みのマニュアルの精度をご教示ください（様
式の統一有無、制度改正内容の反映具合など）

「業務マニュアル」、2_吹田
市市民課業務一部委託仕様
書、P6～７

現在整備しているマニュアルは、委託業
務すべてを網羅しておらず、様式や記載
粒度も異なる状況です。制度改正内容に
ついては反映しきれていないものが含ま
れます。マニュアルが最新化されていな
い部分については引継ぎの中で口頭等に
よって補足させていただくこととなり、
その内容を以って受注者にてマニュアル
を作成いただくこととなります。

12 フロア案内業務のマニュアルは、現行受託事業者
様よりご提供いただけるとの認識でよろしいで
しょうか。

「業務マニュアル」、2_吹田
市市民課業務一部委託仕様
書、P6～７

現委託事業者からのマニュアル等の提供
はございません。
現行のフロア案内等業務において、現委
託事業者から次期委託事業者への業務引
継ぎを仕様に含めておりますので、準備
期間中に業務引継ぎを受けていただき、
本業務で必要となるマニュアルや質疑応
答集については受注者にて作成いただく
こととなります。
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項番 質問内容 該当箇所 回答内容

13 新業務フロー、業務マニュアル、FAQの作成のた
め、現在吹田市様がご整備されている状況及びご
整備されている文書名をご教示ください。

「業務フロー、業務マニュア
ル」、2_吹田市市民課業務一
部委託仕様書、P6～7

本市において、以下の資料を整備してい
ます。これら資料は、委託事業者の業務
フロー作成等にあたり、可能なものは提
供させていただく想定です。
・委託業務の流れを委託事業者／吹田市
ごとに整理した資料
・委託業務の業務マニュアル（現在整備
中）

14 おくやみコーナーに導入するシステムでは、協定
締結による導入を想定しているシステムがござい
ますが問題ございませんでしょうか。また、第3者
への委託における協定締結の締結者は、自治体
様・受託事業者・第3者委託先との認識でよろしい
でしょうか。

「（イ）おくやみコーナーの
環境整備」、2_吹田市市民課
業務一部委託仕様書、P10

協定締結は想定しておりません。
第3者に委託する場合は、再委託承諾申
請書をご提出いただき、あらかじめ発注
者の承諾を得た場合、可能となっており
ます。

15 おくやみコーナーの設置場所（予定）のスペース
について、詳細（間取り、寸法、情報コンセント
などの位置）をご教示ください。

「ｅおくやみコーナーで使用
する機器・什器等」、2_吹田
市市民課業務一部委託仕様
書、P12

スペースは、廊下側間口320ｃｍ×奥行
464ｃｍ程度になる見込みです。
情報コンセント等の詳細は今後決定いた
します。

16 本件の市民課業務について、業務毎に従事してい
る職員様数・雇用形態・総労働時間をご教示くだ
さい。

「業務実施体制」、2_吹田市
市民課業務一部委託仕様書、
P13

市民課における職員体制については公表
しておりません。
総労働時間については、「仕様書別紙１
_市民課委託業務一覧」の年間作業時間
（事務全体）をご参照ください。

17 「受注者は、本市との業務の切り分けを考慮し、
本市と受注者の執務スペースを区切る仕切り等の
設置について検討するとともに、必要に応じて本
市職員が使用するフロアデザイン・レイアウトも
提案すること。」とありますが、職員様のレイア
ウトを検討する必要がある具体的な事例をご教示
ください。

「カ　フロア デザイン・レイ
アウトの提案」、2_吹田市市
民課業務一部委託仕様書、
P13

市と連携する必要がある審査やエスカ
レーション案件のやり取り等が発生する
場合には、委託事業者側のみでなく、職
員側のフロアデザイン・レイアウトまで
提案を求めることが想定されます。

18 「業務一覧に記載する「ＡＩチャットボットの導
入」の実施にあたっては、 ＡＩチャットボットの
構築、職員の操作研修、総合的なコンサルティン
グといったシステム導入にかかる全般的な作業を
行うこと。」とありますが、操作研修はオンライ
ンの実施でもよろしいでしょうか。

「ウ　ＡＩチャットボットの
本番稼働の実施」、2_吹田市
市民課業務一部委託仕様書、
P13

操作研修の形式の指定はありませんの
で、事業者による効果的・効率的な研修
企画を提案ください。

19 「受付業務時間後に他室課へ案内が必要な方がい
る場合」について、とありますが、関係する室課
の数、頻度、想定される最終案内の時間はどの程
度となるか、ご教示ください。

「イ　フロア案内業務の実
施」、2_吹田市市民課業務一
部委託仕様書、P14

受付業務時間後に案内対象となる関係室
課は子育て給付課、高齢福祉室、障がい
福祉室、生活福祉室の４室課であり、子
育て給付課への案内が最も多くなってお
ります。
想定される最終案内の時間は、項番８へ
の回答内でお示ししている住民異動届、
戸籍届の窓口受付の終了時間を御参照く
ださい。
なお、現状の課題は、他室課への案内要
否を判断するには窓口の受付で転出証明
書情報又は住民登録情報を確認する必要
があり、最後の来庁者を受付するまで他
室課の職員待機が解除できないことにあ
ります。最後の来庁者の受付まで待たず
とも他室課への案内要否が確認でき、早
期に職員待機の解除ができる効果的な方
法等があれば追加提案として提案を期待
するものです。
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項番 質問内容 該当箇所 回答内容

20 システム構築事業者様の事業者名及び契約期間
等、詳細をご教示ください。

「（２）　システム構築事業
者との協力」、2_吹田市市民
課業務一部委託仕様書、P20

本業務に関連する標準化対象システムご
とに次のとおり回答します。
・住民記録システム
現行受注者の事業者名等については次の
本市ホームページにて御確認ください。
「令和６年度　随意契約一覧表（市民
部）」
【URL】
https://www.city.suita.osaka.jp/_res
/projects/default_project/_page_/0
01/004/133/zuikei_20250331.pdf
・戸籍システム
　標準準拠システムの構築事業者は未決
定です。

21 フロア案内業務の現行受注者様の事業者名をご教
示ください。また、現在の事業者様が雇用されて
いる方の人数・雇用形態・総労働時間をご教示く
ださい。

「（３）　フロア案内業務の
現行受注者との協力」、2_吹
田市市民課業務一部委託仕様
書、P20

現委託事業者の事業者名については次の
本市ホームページにて御確認ください。
「吹田市市民課前フロア案内等業務に係
る制限付一般競争入札」
【URL】
https://www.city.suita.osaka.jp/san
gyo/1017983/1017993/1033244/
1034748.html

現委託事業者の雇用人数、雇用形態、総
労働時間については市で把握すべき事項
ではございませんのでお答えできませ
ん。

22 「令和９年３月までは必ず現行の番号発券機等を
使用すること。なお、現行機種は「ＭＳボイス
コールＮＥＯ」を導入している。」とあります
が、令和９年4月以降、受託事業者が独自に発券機
を導入しない場合は、同機種の吹田市様における
契約は自動的に延長されるという認識でよろしい
でしょうか。

「※５」、2_吹田市市民課業
務一部委託仕様書、P22

同機種を手配するかは未定ですが、事業
者が導入しない場合は市側で発券機を手
配することとなります。

23 「ク 英語話者等からの問合せ等に対応できる体制
とすること。」とありますが、現在の受託事業者
様による対応体制をご教示ください（英語対応可
能な方の人数や雇用形態、翻訳機期の導入台数
等）。

「（５）業務内容に関する留
意事項」、7_仕様書別紙5_吹
田市市民課前フロア案内等業
務仕様書、P10

英語対応可能な人員を常に１名以上配置
できるような体制となっております。翻
訳機等の導入はございません。

24 貴市が用意する、システム端末にAIチャットボッ
トを導入する認識で良いでしょうか。また接続に
必要なNW環境も貴市用意の認識でよろしいでしょ
うか。

仕様書・P7 エ　AIチャット
ボットの導入

Ｗｅｂ上での構築を想定しています。

25 貴市が用意する、システム端末にAIチャットボッ
トを導入する認識で良いでしょうか。また接続に
必要なNW環境も貴市用意の認識でよろしいでしょ
うか。

仕様書・P10（イ）おくやみ
コーナーの環境整備

ＡＩチャットボットはおくやみコーナー
用に導入するものではございません。
接続に必要なＮＷ環境は本市でご用意い
たします。

26 履行場所の什器選定の為、設置場所予定図とは別
に、レイアウト図・履行場所の広さ（㎡数）、
縦・横のサイズをご教示ください。

仕様書・P12（ｂ）その他特
記事項

履行場所は、廊下側間口320ｃｍ×奥行
464ｃｍ程度になる見込みです。
レイアウト図等詳細は今後決定いたしま
す。

27 履行場所の什器選定の為、レイアウト図とは別
に、履行場所の広さ（㎡数）、縦・横のサイズを
ご教示ください。

仕様書別紙４「執務スペース
概要」

実施期間における履行場所の広さは、
「仕様書別紙４_執務スペース概要」事
業者スペースを参照ください。
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項番 質問内容 該当箇所 回答内容

28 令和９年３月までは必ず現行の番号発券機等を使
用すること。なお、現行機種は「ＭＳボイスコー
ルＮＥＯ」を導入している。と記載があります
が、受注者が用意する発券機は、同機種指定な
ど、仕様や規定はございますでしょうか。

仕様書・P22　11 機器・什器
等

業務の履行に支障をきたさないのであれ
ば機種の指定や規定はございません。

29 キャビネットやロッカーは受注者で準備する認識
ですが、置き場所はございますでしょうか。ま
た、置き場所のサイズをご教示いただけますで
しょうか

仕様書・P22　11 機器・什器
等

「仕様書別紙４_執務スペース概要」の
事業者スペース内に設置してください。

30 インターネット回線、電話回線の独自契約につい
ては、本市の許可を得ること。と記載があります
が、想定NW環境（モバイルWifiでよい、フレッツ
回線等の光回線敷設が必要、グローバスIPアドレ
スが必要等）をご教示願います。

仕様書・P23　11 機器・什器
等

モバイルWi-Fiやスマートフォン等を想
定していますが、それ以外であっても業
務上必要であり、回線利用に際して特段
支障がないものであれば利用を認める可
能性があります。
庁舎や庁舎内設備に対して工事が必要な
ものは想定しておりません。

31 土曜日開庁日について、開庁日時変更の検討をし
ているとのことですが、具体的に変更時期及び変

更時間の想定をお教えいただけないでしょうか

仕様書・P3　業務日時 「仕様書別紙１_市民課委託業務一覧」
のとおりです。

32 応対接遇の最大待ち時間、平均待ち時間はどのよ
うな手法で計測されるのでしょうか

仕様書別紙2_吹田市市民課
KGI・KPI

最大待ち時間及び平均待ち時間は、発券
機が記録している情報をもとに計測しま
す。
具体的には発券した番号札ごとの発券時
刻と、受付窓口にて呼び出しを行った呼
出時刻の差分を以って待ち時間を算出し
ております。

33 a おくやみコーナー予約システム、ｂ照会・回答
システムに関しては必須であるが
c予約をしないで来庁された御遺族に対応するシス
テム、d御遺族が自宅で使用する為ためのシステム
においては、任意で用意するとの認識で問題無い
か。

仕様書・P11　(イ）おくやむ
コーナーの環境整備

ご認識のとおりです。

34 市民アンケート調査の為の宛名シールやアンケー
ト用紙に使用する紙等は受注者が用意するので
しょうか。

仕様書・P17　キ
市民アンケート調査

内容によりますが、原則事業者側で用意
いただくことを想定しています。

35 現在、委託予定の作業に関してマニュアル等はあ
るのでしょうか。また存在するのでしたら受託者
決定後提供はいただけるものでしょうか。

本市において、以下の資料を整備してい
ます。これら資料は、委託事業者の業務
フロー作成等にあたり、可能なものは提
供させていただく想定です。
・委託業務の流れを委託事業者／吹田市
ごとに整理した資料
・委託業務の業務マニュアル（現在整備
中）

36 準備期間中に従業員への事前研修の為に会議室等
はお借りすることはできるのでしょうか

準備期間中の執務スペースについては、
「仕様書別紙４_執務スペース概要」に
お示しした箇所となります。

37 統括責任者は吹田市役所への常駐する必要はない
との認識でよろしいでしょうか

仕様書P24（２）統括責任者
の業務

ご認識のとおりです。
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項番 質問内容 該当箇所 回答内容

38 委託費は年度ごとの支払いとなっておりますが、
年度末（３月末）に請求した場合支払までにどの
くらいの期間でお支払いいただけるものでしょう
か。また、準備期間に係る費用については初回請
求時支払うこととするが、他の方法が希望する場
合は、契約締結の際に協議とあるが、例えば準備
費用を委託年数の６回にわけ各年度で請求するこ
とも可能でしょうか

募集要項P2
支払い条件

業務完了の確認が取れた日以降の請求日
より３０日以内に支払いいたします。
準備期間に係る経費につきましては、契
約締結の際に協議の上決定となります。

39 対案限度額は設定されているが下限額の設定はな
いとの認識で問題無いでしょうか

募集要項P2
提案限度額

ご認識のとおりです。

40 従事者が休憩する場所のご提供はありますでしょ
うか。

委託事業者の執務室を除いては庁舎内の
職員との共用の休憩場所を使用すること
となります。

41 山田出張所、千里丘出張所、千里出張所の件数の
記載がございますが
参考数値であり、今回の業務対象外との認識でよ
ろしいでしょうか

令和5年度　吹田市市民課事務
件数

転出（電子）につきましては委託業務実
施期間開始後は、本庁での作業を想定し
ており、委託対象業務に含まれます。そ
の他の届出件数についてはお見込みのと
おり、参考数値とお考えください。

42 本庁　転出（電子）が令和4年度74件、令和5年度
は０件となっておりますが
本庁では転出（電子）は対応が無くなったという
ことでしょうか

令和6年度　吹田市市民課事務
件数
P3　(2)住民異動届出件数

令和５年度は、出張所が対応しており、
合計３，７９７件です。業務量等は、仕
様書別紙１_業務一覧の事務番号８６を
参照してください。

43 「エ ＡＩ チャットボットの導入」に記載のQ&A案
については何件程度を想定されてますでしょう
か。（300件、1000件等）

吹田市市民課業務一部委託仕
様書（P7）

Ｑ＆Ａ案の件数はＡＩチャットボットで
取扱う業務範囲やＱ＆Ａの構成方法等に
よって大きく変動すると考えますので、
本市からの想定件数の回答は差し控えま
す。
問合せ対応業務の効率化と住民サービス
の向上の観点から、ＡＩチャットボット
で取扱う業務範囲やＱ＆Ａの構成方法等
を含め、最適な提案を期待いたします。

44 「（ア）サービス提供環境＞ｂ計画停止」につい
て2週間前までの通知とさせて頂くことは可能で
しょうか。

吹田市市民課業務一部委託仕
様書（P7）

利用者への周知等の理由により３０日と
させていただいております。

45 「ｃ問合せ窓口の設置」「ｄ故障等受付窓口の設
置」について、重大な障害発生時は24時間年中無
休での復旧対応は実施する理解で宜しいでしょう

か。重大な障害発生時は24時間年中無休電話受付
可能とする体制のご準備が必要でしょうか。

吹田市市民課業務一部委託仕
様書（P7）

ご認識のとおりです。

46 「（ｂ）多言語 英語、中国語（簡体、繁体）、ハ
ングルなどの翻訳機能を有すること。」につい
て、あらかじめ登録した日本語のQ＆Aをgoogle翻
訳にて翻訳する形でのご提供で差し支えないで
しょうか。翻訳内容がGoogle翻訳の翻訳機能に依
存するためのご質問となります。

吹田市市民課業務一部委託仕
様書（P9）

閲覧者に対し正しい情報提供ができる形
式であれば、翻訳機能の形式は問いませ
んので、事業者による効果的・効率的な
提案を行ってください。

47 「ａおくやみコーナー予約システム」について、
月間の予約数想定をご教示いただけますでしょう
か。

吹田市市民課業務一部委託仕
様書（P10）

月間１６０件程度を想定しています。

48 事前に契約書(案)をいただくことは可能でしょう
か。

契約書 添付「契約書(素案)」を参照ください。
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項番 質問内容 該当箇所 回答内容

49 システム導入の環境は、LGWAN‐ASPで取扱いで
きる予約システムを構築する認識でよろしいで
しょうか。

仕様書
（10頁・オーイ）

Ｗｅｂ上で予約ができるシステムであれ
ば結構です。

50 「業務一覧に記載のない、いわゆる雑務」とは具
体的にどのような内容を指すのか例をあげてご教
示頂けますでしょうか。

仕様書内
６.-（1）-イ

委託業務を円滑に実施いただくために必
要な、以下のような業務を想定していま
す。
・執務スペースの整理整頓・掃除
・各種証明書等の発行にあたってのコ
ピー用紙の補充
・各種発送処理にあたっての封筒の補充
等

51 「機器・什器等」において「番号発券機」は受注
者と負担となっているが、令和9年3月までの現行
契約期間内においても費用は受注者負担でしょう
か。

仕様書内
11.-（1）

経費負担は市となります。

52 「抑止設定」とはどのような業務でしょうか。 仕様書別紙6P
2-8～2-16まで

ＤＶ等支援対象者の申出により支援対象
者の住民票の写しの交付等ができないよ
うにするなど、特定の状況下において各
種証明書発行等を抑止する設定にするこ

と及びそれに伴う一連の業務を指しま
す。具体的な作業内容は、業務一覧をご
確認ください。

53 郵送処理における「発送処理」は受注者で封入封
緘はら発送処理（郵便局への持ち込み等）までの
全てを想定しますでしょうか。

仕様書別紙10P
15-232

封入封緘及び発送処理もすべて想定して
います。原則は請求者が作成した返送用
封筒で発送しており、市役所の敷地内ポ
ストへ書類を投函してください。投函回
数は郵便局集配時間前２回と終業前１回
の原則３回です。

54 「出生・届出」において受付以降の「異動情報入
力【窓口】」は住基システムへの入力作業を指し
ますでしょうか。窓口受付後に戸籍職員様の届出
内容の審査、確認工程を経ての作業という認識で
よろしいですか。

仕様書別紙24p
100-1038～100-1044

住基システムへの入力作業を指します。
窓口での受付、受理決定後、速やかに住
基システムへの入力作業を行います。そ
の後、窓口職員が最終審査及び戸籍職員
へ回送します。

55 らくらく窓口証明書の1ヵ月の件数を教えてくださ
い。

仕様書内　14P（２）イ 運用開始前ためお示しすることができま
せん。
本市では２台のタブレットを導入予定で
す。

56 土曜日の事務件数を各項目ごとに教えてくださ
い。

仕様書別紙３ 住民異動届、マイナンバーカード関連の
来庁者数については別紙「令和６年度土
曜コーナー来庁者数（住民異動、マイナ
ンバー関連）」を参照ください。
証明発行については仕様書別紙３_令和
５年度吹田市市民課事務件数、Ｐ１０～
Ｐ１５「３証明（１）証明書交付件数及
び手数料推移表」記載の【土曜コー
ナー】の件数を参照ください。

57 執務スペース内に従事者の休憩室は設けたほうが
よろしいでしょうか？別にお昼休憩できるスペー
スは確保頂けるのでしょうか？

仕様書別紙４ 執務室内に従事者の休憩室を設けるかは
事業者の判断となりますが、オープンカ
ウンターとなっていますため、市民目線
を配慮いただき設置ください。また、委
託事業者の執務室を除いては庁舎内の職
員との共用の休憩場所を使用することと
なります。
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